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令和５年７月２４日                    奈良県田原本町 

  令和４年３月末に改訂した本計画において、現在の施設を同規模のまま長寿

命化する場合では、今後年平均で 11.9 億円の経費が必要という試算になってお

り、直近の年平均 2.7 億円と比較して 4.4 倍の経費が見込まれることが判明しま

した。厳しい財政状況にある本町では、全ての施設を同規模で維持し続けるのは

困難であり、施設の廃止・統合を含めた再編の検討を進める必要があるため、町

民の方から無作為に選んだ 1000 名の中から応募のあった 36 名と町内在住の地

元高校生 2名の合計 38名により公共施設のあり方について議論していただく田

原本町住民協議会を計３回開催し、議論の内容をまとめた報告書を作成してい

ただき、7 月 5 日に提出していただきました。 

 その報告書を受けて、本町では公共施設等総合管理計画推進本部会議を開き、

総合管理計画の改訂案を作成しましたので下記のとおりご意見を募集していま

す。 

 

●募集案件 

 田原本町公共施設等総合管理計画（改訂案）   

●主な改訂内容 

 町民ホール、さわやか交流センター、やすらぎ体育館、中央体育館、老人福祉

センター、ふれあいセンターの維持・管理方針の更新 

●募集期間 令和 5 年 7 月 24 日（月）から令和 5 年 8 月 13 日（日） 

※メール又は、郵送の場合は令和 5 年 8 月 13 日（必着） 

※持参の場合は、土、日、祝日を除く午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 

●意見を提出できる人  

・田原本町内に住所がある人 

・田原本町内に事務所又は事業所がある法人その他の団体 

田原本町公共施設等総合管理計画（改訂案）に関する 

パブリックコメントの実施について 
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・田原本町内の事務所又は事業所に勤務をする人 

・田原本町内の学校に通う人 

●公表場所・方法 

・町役場２階総務課窓口 

・町ホームページ 

●意見の提出方法 

 意見等提出書を使用して、住所、氏名等必要項目と意見等を記入のうえ、持参、

郵送、ファックスまたは電子メールで下記の提出先へ提出してください。 

 ※電話や口頭によるご意見の受付はできません。 

 ※匿名の意見等は受付できませんので、住所、氏名等必要項目を必ず記入して

ください。 

●ご意見の取扱い 

提出されたご意見は、その概要と意見等に対する町の考え方を、氏名、住所な

どの個人情報を除き、ホームページで公表します。なお、個々の意見等に対して

直接回答はいたしません。 

●提出先 

 〒636-0392 田原本町 890-1 田原本町総務課 

TEL：0744-34-2108 

FAX：0744-32-2977 

E メール：somusho@town.tawaramoto.nara.jp  

 

 

この件に関するお問い合わせ先：総務課公共施設マネジメント係 

TEL 0744-34-2108／FAX 0744-32-2977／ 

e-mail  somusho@town.tawaramoto.nara.jp 
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